令和 ７ 年１２月２３日

　各　　　位　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　別　町　商　工　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　中　島　浩　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　業　部　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　加　藤　恭　男

津別町お買い物割引券の取扱加盟店（事業所）の

取りまとめについて
　このことについて、津別町商工会が発行する「津別町お買い物割引券発行事業」を下記により実施をします。
この事業は、物価高騰による生活に係る負担を軽減するため、全町民に町内の登録店舗で使用可能なお買い物券を配布し、町民生活を支援するとともに地域消費を下支えするため、津別町のご支援を得て商工会が実施する事業です。

　津別町お買い物割引券の発行については全町民を対象に発行し、３００円の割引券５枚綴りを１セットとし、１人当たり１５，０００円分の割引券を発行いたします。

つきましては、本事業の趣旨をご理解いただき、別紙「津別町お買い物割引券取扱留意事項」を参照の上、当該割引券の「取扱加盟店」として登録くださいますようご案内いたします。

注）登録をしなければ「お買い物割引券」の回収は、できません。
　なお、津別町お買い物割引券については、町民の皆様へ２月４日頃から順次発送予定で２月１０日から使用可能になることから、１月１３日（火）までに登録等（締切を過ぎても随時受付けます）を行います。

　また、町民の皆様が小売・飲食・サービス業等多業種に割引券を利用できる様に考えておりますので皆様のご協力をお願い致します。ご不明な点がございましたら商工会（76-2191）に問い合わせください。
令和 　 年　　月　　日
　　 eq \o\ad(津別町商工会,　　　　　　　　)　

　　　会　長　中　島　浩　一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　津別町字　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　店名（事業所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

「津別町お買い物割引券」取扱加盟店申請書

　当店（事業所）は、別紙「取扱留意事項」を遵守し津別町商工会が発行する「津別町お
買い物割引券」取扱加盟店の登録を致したく申請いたします。

記

振込口座名　

	フリガナ
	

	預金者名
	

	金融機関名
	（　　　　　　）　信用金庫　津別支店

	預金種目
	普通預金　　・　　当座預金

	口座番号
	


	掲載する店名
（上記と同様の場合不要）
	


［津別町お買い物割引券取扱留意事項］注意してお読みください

1） 額面総額　町民対象1,500円（１セット）×10枚×3,884人＝総計58,260,000円（想定）

２）割引券の形態　３００券５枚綴りで１０セット
３）対象者　津別町に住民票がある全町民
４）券の配布　令和８年２月４日～６日頃（予定）、郵送
５）利用方法　６００円の支払い毎に３００円割引券を1枚ご利用できます。お釣りは出ません。
６）利用月日　令和８年２月１０日（火）～令和８年９月３０日（水）まで

７）有効期限　令和８年９月３０日まで　

８）お買い物利用場所　　令和８年２月１0日以降、津別町内において販売店舗等を常設し事業活動を行っている
（取扱事業者）　　事業者であり、この「津別町お買い物割引券取扱留意事項」を遵守し別紙「割引券取
扱店申請書」を提出された事業者。なお、決算書・確定申告書等を提出していただく
場合があります。

９） eq \o\ad(換金・支払方法,　　　　)　　＊取扱加盟店は、割引券を商工会に持参し、商工会が預り証を発行する。

支払は、翌日に指定口座に振込みをする。

　　　　　　　　（金曜日また祝祭日の受付分は、翌金融機関営業日とする）

· 最終換金は、令和８年１０月９日（金）までとする。
10）利用対象にならないもの
　〇出資や金融商品の購入（有価証券など）

　〇商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペードカード等の換金性の高いものの購入

　〇たばこ事業法（昭和59年8月10日法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製
造タバコの購入

　〇風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律（昭和23年法律122号）第2条
第5項に規定する営業に係る支払い

　〇土地・家屋購入、家賃・地代、駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に関わる支払い

　〇現金との換金、金融機関への預け入れ、債務の返済

　〇割引券の交換又は売買
　〇津別町指定ごみ処理券（ゴミ袋）の購入
　〇宝くじや勝馬投票券等の購入や賭博行為

　〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

　〇特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
　〇国・地方公共団体への支払い（税金、国民健康保険税等）
　〇売掛金の入金

　〇その他、津別町商工会が利用対象とならないと判断するもの

　11）取り扱いに関すること

〇期限を過ぎての利用はできません。　〇現金との引き換えはできません。
　　　　　　　〇釣銭は支払わない。　　　　　　　　〇売掛けの入金はできません。
　12）その他　　〇割引券の不正使用が疑られる場合は、割引券の受け取りを拒否するとともに、速や
かに商工会に連絡してください。

　　　　　　　　〇取扱いは［割引券取扱留意事項］に記載されている内容に同意し遵守してください。

　　　　　　　　〇割引券の取扱いに関して商工会から改善要請等があった場合要請に従ってください。

　　　　　　　　〇以下の事業者は、取扱加盟店になれません。

　　　　　　　　　①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
第2条に規定する事業者。
　　　　　　　　　②特定の宗教・政治団体と係る場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行って
いる事業者。
　　　　　　　　　③役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
77号)第2条に規定する暴力団員をいう。）、暴力団員（同条第6号に規定する暴力
団員をいう。以下同じ）または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して
いる事業者。
〇取扱加盟店であることが分かりやすくなる場所に、店頭表示物（ポスター等）を掲
示してください。但し、作成中のため出来次第お渡しいたします。
